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(57)【要約】
　本発明は、少なくとも一つの帯状のスタンプフィルム
（１０、２０）の少なくとも一部を、帯状の基板（３０
）にホットスタンプする方法と、対応するホットスタン
プ装置とに関する。スタンプされる基板（３０）は、少
なくとも一つのスタンプフィルム（１０、２０）の一つ
のスタンプフィルム（１０、２０）に組み合わされる。
基板（３０）及びその上に載るスタンプフィルム（１０
、２０）は、加熱される第一のスタンプローラーの周囲
に沿ってガイドされ、第一のスタンプ動作の間に、第一
のスタンプ層が基板（３０）にスタンプされる。一度ス
タンプされた後、基板（３０）は、第一のスタンプロー
ラーから遠ざけてガイドされ、基板（３０）の移動方向
（３３）において、第一のスタンプロールの下流で、少
なくとも一つのスタンプフィルム（１０、２０）の同じ
スタンプフィルムまたはさらなるスタンプフィルム（１
０、２０）と再び組み合わされる。一度押印された後、
基板（３０）及びその上に載るスタンプフィルム（１０
、２０）は、加熱される第二のスタンプローラーの周囲
に沿ってガイドされ、第二のスタンプ動作の間に、第二
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一つの帯状のスタンプフィルム（１０、２０）の少なくとも一部を、帯状の
基板（３０）にホットスタンプする方法であって、
　スタンプされる前記基板（３０）が、少なくとも一つのスタンプフィルム（１０、２０
）の一つのスタンプフィルム（１０、２０）に組み合わされ、
　前記基板（３０）とその上に載る前記スタンプフィルム（１０、２０）とが、加熱され
た第一のスタンプローラー（５）の周囲に沿ってガイドされ、
　第一のスタンプにおいて、前記基板（３０）とその上に載る前記スタンプフィルム（１
０、２０）とが、前記第一のスタンプローラー（５）の前記周囲に配置される少なくとも
一つの第一の加圧ローラー（５１）により、互いに、及び、前記第一のスタンプローラー
（５）の加熱された表面に押圧され、第一のスタンプ層（１００）が前記基板（３０）に
スタンプされ、
　一度スタンプされた前記基板（３０）が、前記第一のスタンプローラー（５）から遠ざ
けてガイドされ、前記基板（３０）の移動方向（３３）に対して前記第一のスタンプロー
ラー（５）の後に、少なくとも一つの前記スタンプフィルム（１０、２０）の同一のまた
はさらなるスタンプフィルム（１０、２０）と再び組み合わされ、
　一度スタンプされた前記基板（３０）とその上に載る前記スタンプフィルム（１０、２
０）とが、加熱された第二のスタンプローラー（５）の周囲に沿ってガイドされ、
　第二のスタンプにおいて、前記基板（３０）とその上に載る前記スタンプフィルム（１
０、２０）とが、前記第二のスタンプローラー（５）の前記周囲に配置される少なくとも
一つの第二の加圧ローラー（５１）により、互いに、及び、前記第二のスタンプローラー
（５）の加熱された表面に押圧され、第二のスタンプ層（２００）が前記基板（３０）に
スタンプされ、
　二度スタンプされた前記基板（３０）が、前記第二のスタンプローラー（５）から遠ざ
けてガイドされる、方法。
【請求項２】
　前記第一のスタンプにおいて、前記基板（３０）とその上に載る前記スタンプフィルム
（１０、２０）とが、前記第一のスタンプローラー（５）の周囲に互いに距離を置いて配
置される少なくとも二つの第一の加圧ローラー（５１）により、互いに、及び、前記第一
のスタンプローラー（５）の加熱された表面に押圧され、前記第一のスタンプ層（１００
）が前記基板（３０）にスタンプされること、
を特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第二のスタンプにおいて、前記基板（３０）とその上に載る前記スタンプフィルム
（１０、２０）とが、前記第二のスタンプローラー（５）の周囲に互いに間隔を置いて配
置される少なくとも二つの第二の加圧ローラー（５１）により、互いに、及び、前記第二
のスタンプローラー（５）の加熱された表面に押圧され、前記第二のスタンプ層（２００
）が前記基板（３０）にスタンプされること、
を特徴とする請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記基板（３０）が、前記第一のスタンプの前に、及び／または、前記第一と第二のス
タンプの間に、及び／または、前記第二のスタンプの後に、少なくとも一つの印刷層（４
１０）で印刷されること、
を特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　少なくとも一つの前記印刷層（４１０）が、スタンプされるエリア、及び／または、一
度及び／または二度スタンプされた前記基板（３０）のスタンプされたエリアに配置され
ること、
を特徴とする請求項４に記載の方法。
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【請求項６】
　前記基板（３０）が、前記第一と第二のスタンプの間で、上下反転ステーション（４３
）において上下反転されること、
を特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記第一及び第二のスタンプ層（１００、２００）が、前記基板（３０）の反対の面（
３０ｖ、３０ｒ）にスタンプされること、
を特徴とする請求項１から６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　窓開口（４２０）が、前記第一のスタンプの前に、及び／または、前記第一と第二のス
タンプの間に、及び／または、前記第二のスタンプの後に、前記基板（３０）に形成され
ること、
を特徴とする請求項１から７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記第一のスタンプの前に、及び／または、前記第一と第二のスタンプの間に、前記基
板（３０）に、レジスターマーク（４１１）が印刷され、または、制御用開口（４２０）
が形成され、前記第一のスタンプ層（１００）及び／または第二のスタンプ層（２００）
の、前記基板（３０）の移動方向（３３）に沿う位置調整が、前記レジスターマーク（４
１１）または前記制御用開口（４２０）を用いて制御されること、
を特徴とする請求項１から８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第二のスタンプ層（２００）の、前記基板（３０）の移動方向（３３）に沿う位置
調整が、前記第一のスタンプ層（１００）に存在するデザイン特性及び／またはレジスタ
ーマーク（４１１）を用いて制御されること、
を特徴とする請求項１から９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第一のスタンプ層（１００）が、少なくとも一つの第一のスタンプ経路（１０１）
を、前記基板（３０）に形成するとともに、前記第二のスタンプ層（２００）が、少なく
とも一つの前記第一のスタンプ経路（１０１）に対して、前記基板（３０）の移動方向（
３３）の横方向にオフセットして配置される、少なくとも一つの第二のスタンプ経路（２
０１）を、前記基板（３０）に形成すること、
を特徴とする請求項１から１０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第一及び／または第二のスタンプ層（１００、２００）、及び／または、他の方法
で前記基板に配置され、特に印刷された、さらなる層（４１０）が、前記基板（３０）に
スタンプされまたは適用された後に放射線により硬化される、放射線硬化性成分を有する
こと、
を特徴とする請求項１から１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第一のスタンプの後に、少なくとも一つの機能エレメント（４６０）が、前記第一
のスタンプ層（１００）に配置され、該エレメントが、前記第二のスタンプにより、前記
第一及び第二のスタンプ層（１００、２００）の間に封入されること、
を特徴とする請求項１から１２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第一のスタンプ層（１００）が、前記基板（３０）の第一の面（３０ｖ）に形成さ
れ、前記基板（３０）を貫通する窓開口（４２０）を覆い広がり、少なくとも一つの前記
機能エレメント（４６０）が、前記基板（３０）の前記第一の面（３０ｖ）とは反対の第
二の面（３０ｒ）から前記窓開口（４２０）に配置され、前記第二のスタンプ層（２００
）が、前記基板（３０）の前記第二の面（３０ｒ）に形成され、前記窓開口（４２０）を
覆い広がること、
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を特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　ホットスタンプ装置であって、
　基板の供給機であり、スタンプされる帯状の基板（３０）が供給される、基板の供給機
と、
　少なくとも一つの帯のガイド（３６）であり、少なくとも一つの帯状のスタンプフィル
ム（１０）が、供給される前記基板（３０）と組み合わされる、帯のガイドと、
　加熱された第一のスタンプローラー（５）と、前記第一のスタンプローラー（５）の周
囲に配置される少なくとも一つの第一の加圧ローラー（５１）とを備える、第一のスタン
プステーション（１）であり、前記基板（３０）と、少なくとも一つの前記スタンプフィ
ルム（１０、２０）の、前記基板に載る一つのスタンプフィルム（１０、２０）とが、前
記第一のスタンプローラー（５）の周囲に沿ってガイド可能であり、従って、前記基板（
３０）に載る前記スタンプフィルム（１０、２０）の少なくとも一部が、第一のスタンプ
層（１００）の形態で、前記基板（３０）にスタンプ可能である、第一のスタンプステー
ションと、
　加熱された第二のスタンプローラー（５）と、前記第二のスタンプローラー（５）の周
囲に配置される少なくとも一つの第二の加圧ローラー（５１）とを備える、前記基板（３
０）の移動方向（３３）に対して前記第一のスタンプステーション（１）の後に配置され
る、第二のスタンプステーション（２）であり、一度スタンプされた前記基板（３０）と
、少なくとも一つの前記スタンプフィルム（１０、２０）の、前記基板に載る一つのスタ
ンプフィルム（１０、２０）とが、前記第二のスタンプローラー（５）の周囲に沿ってガ
イド可能であり、従って、前記基板（３０）に載る前記スタンプフィルム（１０、２０）
の少なくとも一部が、第二のスタンプ層（２００）の形態で、前記基板（３０）にスタン
プ可能である、第二のスタンプステーションと、
　基板の搬送ユニットであり、二度スタンプされた前記基板（３０）を該装置から移動す
ることができる、搬送ユニットと、
を含む、ホットスタンプ装置。
【請求項１６】
　前記第一のスタンプステーション（１）が、前記第一のスタンプローラーの周囲に互い
に距離を置いて配置される、少なくとも二つの第一の加圧ローラー（５１）を含み、それ
により、前記基板（３０）と、少なくとも一つの前記スタンプフィルム（１０、２０）の
前記基板に載る前記スタンプフィルム（１０、２０）とが、前記第一のスタンプローラー
（５）の周囲に沿ってガイド可能であり、従って、前記基板（３０）に載る前記スタンプ
フィルム（１０、２０）の少なくとも一部が、第一のスタンプ層（１００）の形態で、前
記基板（３０）にスタンプ可能であること、
を特徴とする請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記第二のスタンプステーション（２）が、前記第二のスタンプローラーの周囲に互い
に距離を置いて配置される、少なくとも二つの第二の加圧ローラー（５１）を含み、それ
により、一度スタンプされた前記基板（３０）と、少なくとも一つの前記スタンプフィル
ム（１０、２０）の前記基板に載る前記スタンプフィルム（１０、２０）とが、前記第二
のスタンプローラー（５）の周囲に沿ってガイド可能であり、従って、前記基板（３０）
に載る前記スタンプフィルム（１０、２０）の少なくとも一部が、第二のスタンプ層（２
００）の形態で、前記基板（３０）にスタンプ可能であること、
を特徴とする請求項１５または１６に記載の装置。
【請求項１８】
　前記第一のスタンプステーション（１）の前に、及び／または、前記基板（３０）の移
動方向（３３）に対して、前記第一及び第二のスタンプステーション（１、２）の間に、
及び／または、前記基板（３０）の移動方向（３３）に対して、前記第二のスタンプステ
ーション（２）の後に配置される、少なくとも一つの印刷層（４１０）を、前記基板（３
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０）に適用するための、少なくとも一つの印刷メカニズム（４１）、
を特徴とする請求項１５から１７のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１９】
　前記第一及び第二のスタンプステーション（１、２）の間に配置される、前記基板（３
０）を上下反転するための、上下反転ステーション（４３）、
を特徴とする請求項１５から１８のいずれか１項に記載の装置。
【請求項２０】
　前記第一のスタンプステーション（１）の前に、及び／または、前記基板（３０）の移
動方向（３３）に対して、前記第一及び第二のスタンプステーション（１、２）の間に、
及び／または、前記基板（３０）の移動方向（３３）に対して、前記第二のスタンプステ
ーション（２）の後に配置される、少なくとも一つの窓開口（４２０）を前記基板（３０
）に形成するための、ユニット（４２）、
を特徴とする請求項１５から１９のいずれか１項に記載の装置。
【請求項２１】
　前記基板（３０）上に、または前記基板（３０）中に配置され、レジスターマーク（４
１１）として機能する特徴を検出するための、センサー（４４）、
を特徴とする請求項１５から２０のいずれか１項に記載の装置。
【請求項２２】
　前記基板（３０）及び／または少なくとも一つの前記スタンプフィルム（１０、２０）
のアライメント及び／または位置の補正のための、位置調整ユニット、
を特徴とする請求項１５から２１のいずれか１項に記載の装置。
【請求項２３】
　前記基板（３０）の放射のための放射線ユニット、
を特徴とする請求項１５から２２のいずれか１項に記載の装置。
【請求項２４】
　少なくとも一つの機能エレメント（４６０）を前記基板（３０）に配置するための配置
ユニット、
を特徴とする請求項１５から２３のいずれか１項に記載の装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ホットスタンプの方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、帯状のホットスタンプフィルムによる、フレキシブルなウェブのスタン
プの方法を説明している。動作速度を上げるために、ウェブとホットスタンプフィルムと
は、支持台の加熱された表面に沿って、より長い距離に亘ってガイドされ、ウェブとホッ
トスタンプフィルムとは、支持台に沿って互いに距離を置いて配置される複数の加圧ロー
ラーにより、支持台の加熱された表面に対して、共に押圧される。これは、動作速度の少
なくとも5倍の増加を可能とする。この方法を実施するための装置は、ローラーが、内側
から外側へ漸進的に、スタンプローラーに徐々に適用されるように形成される、ローラー
収容部の配置に特徴がある。この発明によるスタンプローラーは、可変トルクによる結合
、例えば磁性粒子結合により、または、電子トルク制御、特に電気シャフトにより、駆動
される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の目的は、改良されたホットスタンプ方法と、対応する装置とを提供することで
ある。
【課題を解決するための手段】
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【０００４】
　この目的は、少なくとも一つの帯状のスタンプフィルムの少なくとも一部を、帯状の基
板にホットスタンプする方法であって、スタンプされる前記基板が、少なくとも一つのス
タンプフィルムの一つのスタンプフィルムに組み合わされ、前記基板とその上に載る前記
スタンプフィルムとが、加熱された第一のスタンプローラーの周囲に沿ってガイドされ、
第一のスタンプにおいて、前記基板とその上に載る前記スタンプフィルムとが、前記第一
のスタンプローラーの前記周囲に配置される少なくとも一つの第一の加圧ローラーにより
、互いに、及び、前記第一のスタンプローラーの加熱された表面に押圧され、第一のスタ
ンプ層が前記基板にスタンプされ、一度スタンプされた前記基板が、前記第一のスタンプ
ローラーから遠ざけてガイドされ、前記基板の移動方向に対して前記第一のスタンプロー
ラーの後に、少なくとも一つの前記スタンプフィルムの同一のまたはさらなるスタンプフ
ィルムと再び組み合わされ、一度スタンプされた前記基板とその上に載る前記スタンプフ
ィルムとが、加熱された第二のスタンプローラーの周囲に沿ってガイドされ、第二のスタ
ンプにおいて、前記基板とその上に載る前記スタンプフィルムとが、前記第二のスタンプ
ローラーの前記周囲に配置される少なくとも一つの第二の加圧ローラーにより、互いに、
及び、前記第二のスタンプローラーの加熱された表面に押圧され、第二のスタンプ層が前
記基板にスタンプされ、二度スタンプされた前記基板が、前記第二のスタンプローラーか
ら遠ざけてガイドされる方法によって、達成される。さらに、この目的は、ホットスタン
プ装置であって、基板の供給機であり、スタンプされる帯状の基板が供給される、基板の
供給機と、少なくとも一つの帯のガイドであり、少なくとも一つの帯状のスタンプフィル
ムが、供給される前記基板と組み合わされる、帯のガイドと、加熱された第一のスタンプ
ローラーと、前記第一のスタンプローラーの周囲に配置される少なくとも一つの第一の加
圧ローラーとを備える、第一のスタンプステーションであり、前記基板と、少なくとも一
つの前記スタンプフィルムの、前記基板に載る一つのスタンプフィルムとが、前記第一の
スタンプローラーの周囲に沿ってガイド可能であり、従って、前記基板に載る前記スタン
プフィルムの少なくとも一部が、第一のスタンプ層の形態で、前記基板にスタンプ可能で
ある、第一のスタンプステーションと、加熱された第二のスタンプローラーと、前記第二
のスタンプローラーの周囲に配置される少なくとも一つの第二の加圧ローラーとを備える
、前記基板の移動方向に対して前記第一のスタンプステーションの後に配置される、第二
のスタンプステーションであり、一度スタンプされた前記基板と、少なくとも一つの前記
スタンプフィルムの、前記基板に載る一つのスタンプフィルムとが、前記第二のスタンプ
ローラーの周囲に沿ってガイド可能であり、従って、前記基板に載る前記スタンプフィル
ムの少なくとも一部が、第二のスタンプ層の形態で、前記基板にスタンプ可能である、第
二のスタンプステーションと、基板の搬送ユニットであり、二度スタンプされた前記基板
を該装置から移動することができる、搬送ユニットとを含む、ホットスタンプ装置によっ
ても達成される。
【０００５】
　この方法及び装置は、セキュリティエレメントを、高速プロセスで、例えば、1 m/min
から500 m/min、特に、80 m/minから200 m/minまでの範囲の速度で、基板ウェブ、特に紙
幣を製造するための紙ウェブ上にホットスタンプするのに適している。
【０００６】
　本発明は、ローラーのデザイン、すなわち、ローラー・トゥ・ローラーの製造プロセス
に基づいている。基板ウェブが、第一のスタンプステーションで実施される第一のスタン
プと、第二のスタンプステーションで実施される第二のスタンプとで、少なくとも一つの
スタンプフィルムによるスタンプ層でスタンプされるために、供給ローラーから巻き出さ
れ、単一の経路で装置をガイドされ、最終的に、保存ローラーに巻き取られる。また、ス
タンプとは別に、基板は、装置において、印刷層での印刷、窓開口の設定等の、さらなる
アプリケーションが備えられ、または、放射線、湿潤等のさらなる処置を受けてもよい。
【０００７】
　少なくとも一つのスタンプフィルムは、二つの異なるスタンプフィルムを含んでもよく
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、第一のスタンプにおいて、二つの異なるスタンプフィルムの第一のスタンプフィルムが
、少なくとも部分的に基板にスタンプされ、これにより、第一のスタンプ層が基板に形成
され、第二のスタンプにおいて、二つの異なるスタンプフィルムの第二のスタンプフィル
ムが、少なくとも部分的に基板にスタンプされ、これにより、第二のスタンプ層が基板に
形成される。
【０００８】
　これに代わり、少なくとも一つのスタンプフィルムが、単一のスタンプフィルムを含ん
でもよく、第一のスタンプにおいて、スタンプフィルムが部分的に基板にスタンプされ、
これにより、第一のスタンプ層が基板に形成され、第二のスタンプにおいて、第一のスタ
ンプ後に残ったスタンプフィルムの残部が、少なくとも部分的に基板にスタンプされ、こ
れにより、第二のスタンプ層が基板に形成されてもよい。
【０００９】
　少なくとも一つのスタンプ層の少なくとも一つは、キャリアフィルムと、好ましくは熱
によりキャリアフィルムから剥離され、基板に転写可能な、転写層と、を有する、転写フ
ィルムとして形成されてもよい。この場合、スタンプ後に、転写層のみが、スタンプ層の
形態で、基板に残り、キャリアフィルムは、転写層から分離される。転写フィルムとして
形成された単一のスタンプフィルムが、第一及び／または第二のスタンプに使われる場合
、スタンプフィルム、すなわち、転写層の一部のみが、各スタンプにおいて、基板にスタ
ンプされる。
【００１０】
　少なくとも一つのスタンプフィルムの少なくとも一つは、仕上げ層を備えたラミネート
フィルムとして形成されてもよく、キャリアフィルムと、仕上げ層、例えば加飾層と、特
に熱活性可能な接着層とを有し、それらが、基板にスタンプ層の形態で共に配置される。
少なくとも一つのスタンプフィルムの少なくとも一つは、スタンプ層の形態で基板に配置
される、仕上げ層を備えないラミネートフィルムとして形成されてもよい。ラミネートフ
ィルムとして形成された単一のスタンプフィルムが、第一及び／または第二のスタンプに
使われる場合、全スタンプフィルムが、各スタンプにおいて、基板にスタンプされる。
【００１１】
　例えば、ポリエステル、ポリエチレン・テレフタレート（＝PET）、ポリエチレン・ナ
フタレート（＝PEN）、ポリエチレン（＝PE）、ポリプロピレン（＝PP）、または、ポリ
カーボネート（＝PC）で作られる、好ましくは6 μmから125 μmの厚みの、ポリマーフィ
ルムが、キャリアフィルムとして機能することができる。
【００１２】
　スタンプフィルムは、基板に対向する面に、熱活性可能な接着層を有することが好まし
く、それにより、スタンプフィルム、すなわち、スタンプ層の少なくとも一部が、または
、全スタンプフィルムが、基板に付着される。さらに、スタンプ層またはスタンプフィル
ムは、基板から離れた面に、印刷受け入れ層を有し、重ね合わせ印刷の適性、すなわち、
スタンプ層またはスタンプフィルムに対する印刷インクの付着に関して、スタンプ層また
はスタンプフィルムの特性を改善してもよい。
【００１３】
　スタンププロセスにおいて、転写フィルムとして形成されたスタンプフィルムの転写層
は、例えば、第一シリーズのユーロ紙幣の5、10及び20ユーロ紙幣のフィルム帯の場合の
ように、好ましくは全パネルに亘って延びる帯の形態で、基板に全表面に亘ってスタンプ
されてもよい。また、スタンププロセスにおいて、転写フィルムとして形成されたスタン
プフィルムの転写層は、例えば、第一シリーズのユーロ紙幣の50、100、200及び500ユー
ロ紙幣のフィルムエレメントの場合のように、例えば円形、楕円形、または矩形の輪郭を
備える、部分的に限定されたフィルムエレメントの形態で、基板に部分的にスタンプされ
てもよい。
【００１４】
　また、スタンプフィルムは、例えば特許文献２で説明されるような、ホットスタンプラ
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ベルを備える転写フィルムであってもよい。この転写フィルムは、第一のキャリアフィル
ムと、第一のキャリアフィルムから剥離可能な、単一層の、または、複数層のデカール層
とを有する、ベースフィルムを含む。第二のキャリアフィルムが、第一の接着層により、
第一のキャリアフィルムのデカール層から離れた表面に適用され、第一の接着層が、第一
のキャリアフィルムと第二のキャリアフィルムとの間に配置される。第一の接着層は、ベ
ースフィルムの第一の部分的エリアを少なくとも部分的にカバーする第一のエリアにおい
て活性化され、そのエリアの隣の、第二のエリアにおいては、活性化されず、備えられず
、部分的にのみ備えられ、または、活性化されない。続いて、第一のキャリアフィルムは
、少なくとも一つの第一の部分的エリアを規定し、ベースフィルムの第二の部分的エリア
から少なくとも一つの第一の部分的エリアを分離する、境界線に沿って、少なくとも部分
的に分離される。第二の部分的エリアを含むベースフィルムの第二のエリアは、第二のキ
ャリアフィルムから剥され、少なくとも一つの第一の部分的エリアにおいて、ベースフィ
ルムは、活性化された第一の接着層に因り、第二のキャリアフィルムに付着し、少なくと
も一つの第一の部分的エリアを含むベースフィルムの第一のエリアは、第二のキャリアフ
ィルム上に残る。従って、第二のキャリアフィルム上に残るベースフィルムの第一のエリ
アのデカール層は、それ自体のキャリアフィルム、すなわち、第一のキャリアフィルムと
共に、転写可能なラベルを形成し、この転写可能なラベルは、補助キャリアフィルム、す
なわち、第二のキャリアフィルム上に保持され、そこから、スタンププロセスにおいて、
基板にスタンプされ、または、剥離される。円形の輪郭の場合、この転写可能なラベルは
、“ピル”と呼ばれる。このスタンプフィルムを用いて、従来の転写プロセスにより、セ
キュリティドキュメント、例えば、紙幣またはID証（身分証、ID＝識別）に転写可能で、
転写された多層体のエッジエリアにおけるデカール層の抑制されない剥がれに起因する“
ほころび”の発生を回避する、セキュリティエレメントを提供することができる。“ピル
”は、特に、基板における窓開口を塞ぐ働きをすることができる。
【００１５】
　このフィルムは、その最上面に、重ね合わせ印刷の適性に関して、すなわち、印刷イン
クの付着に関して、フィルムの特性を改善する、印刷受け入れ層を有してもよい。
【００１６】
　ロール・トゥ・ロールプロセスにおけるスタンプの間に生じる、特に機械的なストレス
に耐える、ウェブ形態の任意の材料が、基板として機能することができる。実際には、こ
れに対して、繊維基板またはポリマー基板が、まず検討される。紙または綿基板、天然繊
維材料（例えば、紙、綿）及びプラスティックの組み合わせで作られる、積層品または押
し出し成型品、例えば、紙または繊維及びプラスティックの複数の層の複合材料等の、単
一層または多層の繊維基板と、単一層または多層のプラスティック基板とが、紙幣基板と
して特に適している。既知の紙－プラスティックの組み合わせは、スイスのLandqart AG
のDurasafe（登録商標）紙幣用紙である。紙幣用の綿－プラスティックの組み合わせは、
例えば、ドイツのGiesecke & Devrient GmbHにより、供給される。既知のプラスティック
基板は、オーストラリアのSecurency International Pty Ltd.,及び英国のInnovia Films
の、Guardian（登録商標）紙幣基板である。
【００１７】
　基板ウェブは、パネルとも呼ばれる、多数の同一のセグメントに分割され、このパネル
は、基板の移動方向に沿う縦列で、及び、基板の移動方向に対して横切る横列で、基板ウ
ェブ上に配置される。一つのパネルは、例えば、紙幣、業務文書のシート、または、IDペ
ージの形態であってもよい。基板ウェブのパネルへの分割は、利用可能な基板ウェブを最
適に利用し、同一の印刷製品を多数形成するための、印刷技術における標準的なプロセス
である。
【００１８】
　基板ウェブは、例えば、1から2メートルのその幅に依り、特定の数の隣り合うパネル列
、例えば3から8列を有する。特定の数のスタンプ経路が、各パネル列に割り当て可能であ
り、すなわち、特定の数のスタンプ層が、各パネルに適用される。
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【００１９】
　従来のスタンプ装置の場合、二つのスタンプ経路の間の最小距離は、構造的な理由によ
り、略100 mmの範囲にある。これは、スタンプフィルムの引っ張りユニットの、基板の移
動方向に対する横方向の寸法に起因し、すなわち、帯のガイド、ローラー、及び、スタン
プの間にスタンプフィルムをガイドし、特に、スタンプフィルムの緊張を維持し、及び／
または、けん引力により、スタンプフィルムの長手方向の位置を僅かに調整可能とするた
めに、スタンプフィルムにけん引力を印加する、他の部品の幅に起因する。フィルムの引
っ張りユニットは、機構またはモーター等により決まる、固有の最小幅を有し、これが、
二つのスタンプ経路の間の最小距離を制限し、実質的により小さい距離での、隣り合うス
タンプ層のスタンプウェブへのスタンプを、不可能とする。隣り合うフィルムの引っ張り
ユニットを、基板の移動方向においてオフセットした配置の場合でも、二つのスタンプ経
路の間の最小距離の低減は、実質的に不可能である。
【００２０】
　シートまたはローラーのデザインに基づき、スタンプステーションを一つだけ有する、
従来のスタンプ装置では、上述したような、基板、すなわちシートまたは基板ウェブへの
、一度の通過で可能なスタンプ経路の最大数を超える多数のスタンプ作業の実施が望まれ
る場合、一度目のスタンププロセス終了後、基板が、二度目のスタンプ通過で、同じ装置
を再度ガイドされる必要がある。これらの二度の通過に因り、最終処理速度、すなわち、
最終製品、すなわち、スタンプされる基板の生産率は、少なくとも50%低減される。
【００２１】
　この複数回の通過のデメリットは、処理速度の大幅な低減と、単一の装置で必要な可能
性のある変更作業とは別に、基板の暫定保存の必要性であり、基板は、紙幣の製造の場合
、一般に、紙の形態で存在し、または、上述した、他の天然繊維基板から作られる。紙、
または、他の天然繊維基板は、“生きて”おり、すなわち、雰囲気湿度及び温度等の環境
条件で変化する。従って、二度の通過の間での暫定保存の間、紙は、より厳密に制御でき
ない状態に達し、一度目のスタンプの前の状態とは異なる。これにより、二度目のスタン
プは、一度目のスタンプと同じ条件下で実施することができない。装置は、異なる紙の特
性に対して調整される必要があり、これは、時間の浪費である。しかしながら、異なる特
性と同時に、紙は、異なる寸法を有し、これは、環境条件に依り、紙は、特に、全空間方
向において、非線形で僅かにたわむためである。また、これは、第一及び第二のスタンプ
の間、または、第二のスタンプ及び紙の間の、位置精度または位置合わせの精度低下の可
能性を意味する。
【００２２】
　シートまたはローラーのデザインに基づき、スタンプステーションを一つだけ有する、
従来のスタンプ装置とは対称的に、本発明では、上述したデメリットが生じない。
【００２３】
　連続して配置される二つのスタンプステーションでの連続した多数のスタンプ、すなわ
ち、“インライン製造”に依り、従来の二度の通過システムに比べて、本発明で、プロセ
ス速度の大幅な増加、すなわち、最終製品、すなわち、最終的なスタンプされた基板の生
産率の大幅な向上を達成することができる。
【００２４】
　二つのスタンプステップの秒レベルでの速い時間シーケンスに因り、第二のスタンプの
間、第一の間と略同じスタンプ条件が実施され、または、紙の現状の特性の正確な情報が
存在し、これは、環境条件が、第一及び第二のスタンプの間で、ほとんど変化しないから
である。第一のスタンプの前の紙の特性の情報、及び、たとえば湿度に因る、第一のスタ
ンプからのわずかな変化に基づいて、第二のスタンプが、既知の条件に対して、正確に調
整可能である。従って、本発明により、大きく変化し略未知である紙の特性に対する、場
合により時間を浪費するスタンプ条件の調整が、省略される。同時に、第一及び第二のス
タンプの間で、正確性が向上する。
【００２５】
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　本発明によれば、基板ウェブ及びその上に載るスタンプフィルムは、スタンプローラー
の加熱された表面に沿って、より長い距離に亘り、ガイドされ、基板ウェブ及びスタンプ
フィルムは、加熱された表面に沿って互いに距離を置いて配置される複数の加圧ローラー
により、共に、互いに、及び、スタンプローラーの加熱された表面に押圧される。従って
、複数の“列”が、連続して提供され、それらを通じて、スタンプ層を備えた基板ウェブ
が走り、これらの列において、スタンプ層が、加圧ローラーにより、それぞれ加飾される
基板ウェブに押圧される。スタンプステーションのこのデザインの利点は、例えば、特許
文献１及び特許文献３で説明されるように、スタンプフィルムを備えた基板ウェブが、個
々の列の間の経路で絶えず加熱され、従って、異なる加圧ローラーの間の中間スペースに
おいて、冷却が生じない、ということである。こうして、150 m/min以上の著しい作業速
度を達成することができる。個々の加圧ローラーの間で、基板ウェブ及びスタンプフィル
ムの冷却が生じないため、デカールイメージの歪みの発生の危険性もない。この配置によ
り、著しい運転速度が達成されるだけでなく、同時に、高いスタンプ品質も達成される。
【００２６】
　本発明の有利な実施形態は、従属項に記載される。
【００２７】
　前記第一及び／または第二のスタンプにおいて、前記基板とその上に載る前記スタンプ
フィルムとが、前記スタンプローラーの前記周囲に互いに距離を置いて配置される少なく
とも二つの加圧ローラーにより、互いに、及び、前記第一のスタンプローラーの加熱され
た表面に押圧される場合が、特に好ましい。これにより、運転速度の大幅な向上が可能で
あり、これは、スタンプローラーの周囲に沿ってガイドされ、基板に載るスタンプフィル
ムに対して、圧力及び熱が適用される表面積が増えるからである。表面積の増加に因り、
スタンプフィルムに圧力及び熱が作用する時間も延び、これにより、スタンプフィルムの
基板への特に良好な接着、及び／または、転写フィルムとして形成されたスタンプフィル
ムの転写層の良好な剥離を特に達成するために、特に、接着層及び任意でスタンプフィル
ムの剥離層が、十分に活性化され得る。
【００２８】
　この観点では、第一のスタンプステーションが、第一のスタンプローラーの周囲に互い
に距離を置いて配置される、少なくとも二つの第一の加圧ローラーを含み、これにより、
基板及び少なくとも一つのスタンプフィルムの基板に載るスタンプフィルムが、第一のス
タンプローラーの周囲に沿ってガイド可能であり、従って、基板に載るスタンプフィルム
の少なくとも一部が、第一のスタンプ層の形態で、基板にスタンプ可能である場合、及び
／または、第二のスタンプステーションが、第二のスタンプローラーの周囲に互いに距離
を置いて配置される、少なくとも二つの第二の加圧ローラーを含み、これにより、一度ス
タンプされた基板及び少なくとも一つのスタンプフィルムの基板に載るスタンプフィルム
が、第二のスタンプローラーの周囲に沿ってガイド可能であり、従って、基板に載るスタ
ンプフィルムの少なくとも一部が、第二のスタンプ層の形態で、基板にスタンプ可能であ
る場合が、本発明による装置の好ましい一実施形態である。
【００２９】
　本発明の好ましい実施形態によれば、前記基板は、前記第一のスタンプの前に、及び／
または、前記第一と第二のスタンプの間に、及び／または、前記第二のスタンプの後に、
少なくとも一つの印刷層で印刷される。印刷層は、基板と第一のスタンプ層との間、及び
／または、第一と第二のスタンプ層の間、または、第二のスタンプ層の上に配置されても
よい。このために、ホットスタンプ装置は、第一のスタンプステーションの前に、及び／
または、基板の移動方向に対して、第一と第二のスタンプステーションの間に、及び／ま
たは、基板の移動方向に対して、第二のスタンプステーションの後に配置される、印刷層
を基板に適用するための、少なくとも一つの印刷メカニズムを含むことが好ましい。スタ
ンププロセスの間に、基板及び／またはスタンプされたスタンプ層に印刷するために、オ
フセット印刷、シルクスクリーン印刷、グラビア印刷、または、インクジェット印刷にお
いてインクまたは機能層を印刷するための印刷メカニズムは、どの位置に配置されてもよ
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く、ホットスタンプ装置内、すなわち、最終的な巻き取りユニットと巻き出しユニットと
の間で、スタンプステーションとは独立していることが好ましい。
【００３０】
　本発明の好ましい実施形態によれば、少なくとも一つの前記印刷層は、スタンプされる
エリア、及び／または、一度及び／または二度スタンプされた前記基板のスタンプされた
エリアに配置される。本発明による複数のスタンプステーションにより、第一のスタンプ
層は、基板上で下重ね印刷されるだけでなく、すなわち、印刷層が、第一のスタンプの前
に、基板に適用されるだけでなく、上重ね印刷され、すなわち、印刷層が、第一のスタン
プの後に、第一のスタンプ層に適用され、第一のスタンプ層に適用された印刷層が、例え
ば印刷層をシールするために、再び上重ねスタンプされてもよい。また、第二のスタンプ
層を、再び上重ね印刷してもよい。これにより、層の正確な合わせの相互作用が、新しい
光学的及び／または機能的効果を好ましくは生じる、印刷層とスタンプ層との任意のサン
ドイッチ構造、例えば、印刷層／スタンプ層／印刷層／スタンプ層／印刷層の層構造が、
可能である。
【００３１】
　可視または不可視（IR蛍光性／UV蛍光性）の、デカールまたはセキュリティ印刷、例え
ば、Iriodin（登録商標）ストリップが、観察角度に応じた真珠光沢効果を生じるために
、印刷層として適用されてもよい。また、機能層、例えば、下塗層、接着層、接着促進層
、印刷受け入れ層、防塵層、含浸層、保護ラッカー層、複製ラッカー層、効果顔料層等が
、印刷層として適用されてもよい。
【００３２】
　本発明の好ましい実施形態によれば、前記基板は、前記第一及び第二のスタンプの間に
、上下反転ステーションにおいて上下反転される。このために、ホットスタンプ装置は、
第一と第二のスタンプステーションの間に配置される、基板を上下反転するための、上下
反転ステーションを含むことが好ましい。上下反転ステーションは、反転バーとして形成
されてもよい。上下反転ステーションが作動された場合、複数のスタンプローラーが同じ
方向に回転しているにもかかわらず、第一及び第二のスタンプは、基板の反対の面に行う
ことができる。第一のスタンプは、基板の第一の面に行われ、第二のスタンプは、基板の
第一の面とは反対の第二の面に行われる。上下反転ステーションが不作動またはバイパス
される場合、第二のスタンプは、第一のスタンプと同じ面に実施される。
【００３３】
　また、前記第一及び第二のスタンプ層は、上下反転ステーションを用いることなく、前
記基板の反対の面にスタンプすることもできる。この場合、第一及び第二のスタンプロー
ラーは、逆方向に回転する。
【００３４】
　本発明の好ましい実施形態によれば、少なくとも一つの窓開口が、前記第一のスタンプ
の前に、及び／または、前記第一と第二のスタンプの間に、及び／または、前記第二のス
タンプの後に、前記基板に形成される。このために、ホットスタンプ装置は、前記第一の
スタンプステーションの前に、及び／または、前記基板の移動方向に対して、前記第一と
第二のスタンプステーションの間に、及び／または、前記基板の移動方向に対して、前記
第二のスタンプステーションの後に配置される、基板において少なくとも一つの窓開口を
形成するための、ユニットを含むことが好ましい。少なくとも一つの窓開口を形成するた
めのユニットは、穿孔ユニット、特に、回転穿孔シリンダー、レーザー切削ユニット、ま
たは、ウォータージェット切削ユニットにより形成される場合が有利であることが、判明
している。穿孔シリンダーを用いて基板に形成される複数の窓開口の間の距離は、例えば
、穿孔シリンダーの周囲で、事前に決定され、連続的に反復される。穿孔シリンダーの位
置と、その回転速度とは、制御可能である。しかしながら、非回転の穿孔ツールが用いら
れてもよい。窓開口は、基板の製造中、特に、対応するデザインの紙スクリーンによる紙
製品の製造中に、既に基板に形成されてもよい。この種の窓開口は、基板材料の性質に応
じて、通常特徴的なほころんだエッジを有する。この窓開口は、穿孔ユニットにより、全
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体的に、または部分的に、重ねて穿孔されてもよい。
【００３５】
　本発明の好ましい実施形態によれば、前記第一のスタンプの前に、及び／または、前記
第一と第二のスタンプの間に、前記基板に、レジスターマークが印刷され、及び／または
、制御用開口が形成され、前記第一のスタンプ層及び／または第二のスタンプ層の、前記
基板の前記移動方向に沿う位置調整が、すなわち、長手方向の合わせにおける位置調整が
、前記レジスターマークまたは前記制御用開口を用いて制御される。また、レジスターマ
ークは、基板の製造中に形成される、基板に存在する透かしであってもよい。また、レジ
スターマークは、印刷されるレジスターマーク、及び／または、透かし、及び／または、
制御用開口の組み合わせから形成されてもよい。上述した窓開口の形成は、レジスターマ
ークまたは制御用開口を用いて、制御された状態で行うことができる。このために、ホッ
トスタンプ装置及び／または穿孔ユニットは、基板上または基板中に配置された、レジス
ターマークとして機能する特徴を検出する少なくとも一つのセンサーを含むことが好まし
い。このセンサーは、レジスターマークの光学的検出用の、信号が調整装置に送られる、
カメラシステムとして、または、レジスターマーク判読装置として、形成されてもよい。
【００３６】
　レジスターマークは、基板上に配置され、印刷、スタンプ、または窓開口の形成等の、
後続の基板プロセスステップまたは処理ステップにおいて、プロセスステップまたは処理
ステップに応じた、基板上の印刷層、スタンプ層、または窓開口等の、アプリケーション
の位置の制御に役立つマークである。レジスターマークは、印刷されたレジスタークロス
として形成されてもよい。制御用開口は、基板に形成された、レジスターマークとして機
能する、窓開口である。制御用開口は、レジスターホールとして形成されてもよい。この
レジスターマークまたは制御用開口に因り、ウェブまたはパネルの外縁に対して、基板上
の印刷層、スタンプ層、または窓開口等の、アプリケーションの所定の位置精度を維持す
ることができる。これは、基板上に配置されるアプリケーションの合わせ精度とも呼ばれ
る。レジスターという表現は、基板ウェブの表または裏のアプリケーションの互いに対す
る位置的な精度をも指す。両面印刷の場合、上下反転合わせをも指す。多色印刷の場合、
レジスター、特に、カラーレジスターというという表現は、互いに対する色の分離の位置
をも指す。装置の方向または基板の移動方向では、円周方向または長手方向合わせと呼ば
れ、及び、それらを横切る方向では、横断方向または横方向合わせと呼ばれる。
【００３７】
　基板上のアプリケーション、例えば、基板上に配置される印刷層及びスタンプ層、及び
、基板中に形成される窓開口の、横方向合わせ、すなわち、横方向での合わせは、通常常
に提供され、存在する。このために、スタンプ経路等のアプリケーションの位置が、紙に
対して制御され、スタンプ経路が、パネルのエッジから既定の距離で、正確に走るように
設定される。また、スタンプ経路は、基板上で、常に同じ横方向位置で走る。このことは
、ホットスタンプ装置のウェブエッジ制御により、保証可能であり、停止バーによって、
基板が、正確なアライメントで、次のステーションに侵入することを保証する。
【００３８】
　長手方向の位置合わせ、すなわち、基板上の二つの異なるアプリケーション間の長手方
向における位置精度に関しては、様々な可能性が存在する。スタンプ経路等のアプリケー
ションは、長手方向において、位置合わせなく、すなわち、任意に存在する長手方向のレ
ジスターマークを参照することなく、連続して基板に配置されてもよく、長手方向のレジ
スターマークに対して位置合わせされて、基板に配置されてもよい。
【００３９】
　第一のスタンプが、長手方向において位置合わせなく行われ、第二のスタンプが位置合
わせされて行われてもよい。この場合、有効エリア外に穿孔された制御用開口が、レジス
ターマークとして機能し、該開口が、有効エリア内で穿孔される窓開口と同時に形成され
ることが好ましい。しかしながら、レジスターマークは、紙基板に存在する透かし、また
は、例えばインクジェット印刷により適用される、基板に印刷されたマークであってもよ
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い。
【００４０】
　レジスターマークは、第一のスタンプの前に、例えばセキュリティ印刷が基板に適用さ
れるステップと同じ印刷ステップにおいて、既に基板上に、及び／または基板内に存在し
てもよく、第一のスタンプ及び第二のスタンプは、このレジスターマークを用いて、位置
合わせ精度が高く行われてもよい。
【００４１】
　スタンプ層、または、基板に適用される印刷層または窓開口等の他のアプリケーション
の実際の位置が、公称位置から外れる場合、それらの位置は、基板に対して補正される必
要がある。このために、ホットスタンプ装置は、基板の位置及び／または少なくとも一つ
のスタンプフィルムの、アライメント及び／または補正のための、位置調整ユニットを含
むことが好ましい。例えば、位置調整ユニットは、スタンプフィルムを、基板ウェブに対
して、所定の距離、シフトする。また、位置調整ユニットは、異なるけん引力及び結果と
して生じるスタンプフィルムの伸長により、基板の移動方向に沿って、スタンプフィルム
の位置を制御してもよい。
【００４２】
　本発明の好ましい実施形態によれば、前記第二のスタンプ層の、前記基板の前記移動方
向に沿う、すなわち、長手方向の位置合わせにおける位置調整が、前記第一のスタンプ層
に存在するデザイン特性及び／またはレジスターマークを用いて制御される。
【００４３】
　この場合、第二のスタンプにおいて、用いられる基準点は、基板上または基板内に直接
位置し、好ましくは印刷されまたは穿孔された、レジスターマークではなく、光学的に検
出可能なデザイン特性、及び／または、第一のスタンプ層と共に基板に適用されたレジス
ターマークであることが好ましい。このデザイン特性及び／または第一のスタンプ層にお
けるレジスターマークは、第二のスタンプに対するレジスターマークとして機能する。こ
うして、第一及び第二のスタンプ層の間の位置精度が、改善可能である。レジスターマー
クを有し、デザインを有さないスタンプ層は、レジスター層としてのみ機能してもよい。
このスタンプ層は、基板のエッジに沿って、または、基板の有効エリア間に走る、スタン
プ経路として、基板にスタンプされ、第二のスタンプにおいて、平行にスタンプされる全
スタンプ経路に対して、レジスターマークを提供する。
【００４４】
　また、第二のスタンプでスタンプされたスタンプ層の位置調整は、基板上または基板内
に直接配置されたレジスターマークと、第一のスタンプ層と共に基板に適用されたレジス
ターマークとの組み合わせから得られる座標を用いて制御されてもよい。レジスターマー
クの座標は、基板上及び第一のスタンプ層上で検出され、検出された座標は補間され、第
二のスタンプが補間値を用いて制御されてもよい。
【００４５】
　本発明の好ましい実施形態によれば、前記第一のスタンプ層は、少なくとも一つの第一
のスタンプ経路を、前記基板に形成する一方、前記第二のスタンプ層は、少なくとも一つ
の前記第一のスタンプ経路に対して、前記基板の前記移動方向の横方向にオフセットして
配置される、少なくとも一つの第二のスタンプ経路を、前記基板に形成する。基板の移動
方向おける、第一及び第二のスタンプステーションの間の空間的距離に因り、従来のスタ
ンプ装置の場合に存在する、隣り合うスタンプ経路間の最小距離に関する制限を除去する
ことができる。基板の一度の通過で、隣り合うスタンプ経路が、望まれる限り接近して基
板にスタンプされ、スタンプの速い時間シーケンスにより、高いレベルの相対的な位置精
度を伴う。
【００４６】
　第一のスタンプ層は、第一のスタンプステーションにおいて、基板にスタンプされ、第
二のスタンプ層は、第二のスタンプステーションにおいて、基板にスタンプされ、ここで
、第一のスタンプ層に対する第二のスタンプ層の任意の所望のオフセットが、基板の移動
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方向に対して横方向に調整可能である。
【００４７】
　例えば、特定の数のスタンプ経路、例えば3から8のスタンプ経路が、第一のスタンプに
おいて、基板の一面にスタンプされ、同じ数のスタンプ経路が、第二のスタンプにおいて
、第一のスタンプ経路に対して最小距離内でオフセットして、基板の同じ面に再びスタン
プされてもよい。こうして、従来よりも、より多くの経路を、紙幣等のパネルに適用する
ことができ、または、より小さい紙幣等のより小さい寸法のパネルに、それぞれ一つの経
路をスタンプすることができ、このことは、従来のスタンプ装置の場合においては、存在
する最小距離に関する制限により、可能ではなかった。従って、基板ウェブ上には、以前
の経路の二倍が、一度の通過で可能であり、経路は、単一のスタンプステーションを備え
る従来のスタンプ装置の場合において実際の装置の限界により許容される以上に、互いに
接近して存在する。第二の経路は、基板の長手方向において、第一の経路に直接隣り合い
、及び／または、第一の経路と少なくとも部分的に重複してもよい。特に、これにより、
転写フィルムとして形成されたスタンプフィルムの転写層が、スタンププロセスにおいて
、部分的に、局所的に制限されるフィルムエレメントの形態、例えば、円形、楕円形、ま
たは正方形の輪郭で、基板にスタンプされる場合、基板において、複数のセキュリティエ
レメントまたはフィルムエレメントの、接近して隣り合う、及び／または、重なりあう配
置の達成が可能である。
【００４８】
　本発明の好ましい実施形態によれば、前記第一及び／または第二のスタンプ層、及び／
または、スタンプ以外の方法で前記基板に配置され、特に印刷された、さらなる層が、前
記基板にスタンプされまたは適用された後に高エネルギー放射線により硬化される、放射
線硬化性成分を有する。このために、ホットスタンプ装置は、基板の放射のための放射線
ユニットを含むことが好ましい。UV放射線または粒子放射線、例えば、電子放射線が、放
射線として用いられることが好ましい。第一及び／または第二のスタンプは、UV硬化性ラ
ッカーを含み、未だ最終硬化されていないスタンプ層と共に、行われてもよい。さらに、
印刷の場合に、UV硬化性ラッカーを含み、未だ最終硬化されていない印刷インクが用いら
れてもよい。後硬化または最終硬化は、スタンプ後まで行われない。従って、例えば、印
刷／フィルム、及び／または、フィルム／フィルムの重ね合わせを基板に提供することが
でき、これらの重なり合う層構造を、その基板への適用後に、硬化することができる。
【００４９】
　これにより、基板に配置された層構造の層の、改善された、化学的、及び／または、物
理的、及び／または、機械的な結合を、一つずつ基板へ適用した後に、達成することがで
きる。また、互いに反応する層の成分も、考えられる。さらに、非硬化／固定状態で、層
が互いに反応し、放射線により硬化される他の状態を形成してもよい。このプロセスは、
スタンプステーションを一つだけ有する従来のスタンプ装置では不可避である、二つのス
タンプの間の暫定保存が、障害となる、高速なインラインプロセスにおいてのみ行うこと
ができる。
【００５０】
　また、スタンプされるスタンプフィルムは、ライナー、例えば、スタンプの前に剥され
るカバー層で、ダメージから保護されてもよい。スタンプフィルムは、例えば、液体状、
ワックス状、粉末状、または、フレーク状（フレーク）の成分、または、スタンプ層また
は印刷層の間に封入される、チップ（ICs＝集積回路）等の小さい個々のエレメントを有
してもよい。この好ましい例は、ディスプレイ、例えば、LCディスプレイまたはPDLCディ
スプレイであり、好ましくは、液体状、または、ワックス状の液晶材料（LC＝液晶；PDLC
＝ポリマー分散型液晶）で作られ、または、液体状、ワックス状、または粉末状のe-イン
ク-ディスプレイである。
【００５１】
　本発明の好ましい実施形態によれば、前記第一のスタンプの後に、少なくとも一つの機
能エレメントが、前記第一のスタンプ層に配置され、該エレメントが、前記第二のスタン
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プにより、前記第一及び第二のスタンプ層の間に封入される。また、個々のエレメントが
、第一のスタンプの後に、基板に配置され、第二のスタンプにおいて、二つのスタンプ層
の間に封入されてもよい。ホットスタンプ装置は、個々のエレメントを基板に配置するた
めに、配置装置を含むことが好ましい。
【００５２】
　基板の第一の面の第一のスタンプ層が形成されて、基板を貫通する窓開口を覆い広がり
、少なくとも一つの機能エレメントが基板の第一の面とは反対側の第二の面から窓開口に
配置され、基板の第二の面の第二のスタンプ層が形成されて、窓開口を覆い広がる場合が
、有利である。ICチップ等の機能エレメントを、基板における窓開口または同様の凹部に
配置する－従って、エレメントは凹部にある－ことにより、厚みの“増大”が、回避また
は低減される。
【００５３】
　本発明の好ましい実施形態によれば、二度スタンプされた基板ウェブは、基板ウェブの
移動方向に対して、第一のスタンプステーション及び／または第二のスタンプステーショ
ンの後に、湿潤される。このために、ホットスタンプ装置は、湿潤ステーションを含むこ
とが好ましい。スタンププロセスの後のこのような再湿潤は、紙基板へのホットスタンプ
の場合に、特に有利であり、これは、スタンプの間の加圧及び加熱により紙基板から除去
された水分を、紙に戻すことができるからである。紙基板における規定の残存水分は、基
板の固有の弾性に対して、不可欠である。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
　本発明は、添付図面を用い、幾つかの実施形態を参照して、以下に説明される。
【００５５】
【図１ａ】ホットスタンプ装置の一実施形態の概略図である。
【図１ｂ】ホットスタンプ装置の一実施形態の概略図である。
【図１ｃ】ホットスタンプ装置の一実施形態の概略図である。
【図２】基板ウェブが、連続する様々なステーションを通過する、ホットスタンプ装置の
概略図である。
【図３】加圧ローラーを備えたスタンプローラーの断面図である。
【図４ａ】第一及び第二のスタンプステーションを通過する基板ウェブの概略上面図を示
す。
【図４ｂ】第一及び第二のスタンプステーションを通過する基板ウェブの概略上面図を示
す。
【図５】第一及び第二のスタンプステーションを通過する基板ウェブの概略上面図である
。
【図６ａ】第一及び第二のスタンプステーション通過後の、スタンプ及び印刷が成された
基板ウェブの概略断面図である。
【図６ｂ】第一及び第二のスタンプステーション通過後の、スタンプ及び印刷が成された
基板ウェブの概略断面図である。
【図６ｃ】第一及び第二のスタンプステーション通過後の、スタンプ及び印刷が成された
基板ウェブの概略断面図である。
【図７ａ】第一及び第二のスタンプステーション通過後の、個々のエレメントを備えるス
タンプされた基板ウェブの概略断面図である。
【図７ｂ】第一及び第二のスタンプステーション通過後の、個々のエレメントを備えるス
タンプされた基板ウェブの概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００５６】
　図１ａは、第一及び第二のスタンプステーションが、それぞれ異なる転写フィルムで作
動される、ホットスタンプ装置を示す。このホットスタンプ装置は、基板ウェブ３０が巻
き出される供給ローラー３１と、基板ウェブ３０が順に通過する第一のスタンプステーシ
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ョン１及び第二のスタンプステーション２と、二度スタンプされた基板ウェブ３０が巻き
取られる保存ローラー３２とを含む。基板ウェブ３０が第一のスタンプステーション１に
入る前に、基板ウェブは、転写フィルムとして形成され、第一の供給リール１１から巻き
出される、第一のスタンプフィルム１０と組み合わされる。概略図では、簡略化のために
、供給リール１１が一つだけ表示されているが、実際には、基板ウェブ３０にスタンプさ
れる第一のスタンプフィルムの数に一致する、複数の第一の供給リールが、通常平行に配
置される。
【００５７】
　転写フィルム１０が載った基板ウェブ３０は、第一のスタンプステーション１の加熱さ
れたスタンプローラーの周囲にガイドされ、圧力調整が可能な加圧ローラーにより、互い
に、及び、スタンプローラーの加熱表面に押圧される。スタンプローラー及び加圧ローラ
ーは、図１ａから図１ｃに概略的に示される。スタンプローラー及び加圧ローラーのより
詳細な説明は、図３を参照する図の説明において見出されたい。
【００５８】
　転写フィルム１０の基板３０に対向する面に配置される接着層、及び、転写フィルム１
０の剥離層は、第一のスタンプステーション１において、転写フィルム１０が載る基板ウ
ェブ３０に作用する圧力及び熱により、活性化される。これにより、接着層は、転写フィ
ルム１０の転写層を基板ウェブ３０に接合し、転写フィルム１０のキャリアフィルムは、
基板ウェブ３０が第一のスタンプステーション１を通過した後に、転写層から剥離するこ
とができる。この剥離は、キャリアフィルムが、偏向ローラーにより、基板ウェブ３０か
ら離れて、キャリアフィルムが巻き取られる第一の巻き取りリール１２に向かってガイド
されるように、行われる。概略図では、簡略化のため、第一の巻き取りリール１２が一つ
だけ表示されているが、実際には、基板ウェブ３０にスタンプされる第一のスタンプフィ
ルムの数に対応する、複数の第一の巻き取りリールが、通常平行に配置される。転写フィ
ルム１０の転写層は、第一のスタンプ層として、基板ウェブ３０上に残る。
【００５９】
　第二のスタンプステーション２を通過する前に、このように一度スタンプされた基板ウ
ェブ３０は、転写フィルムとして形成され、第二の供給リール２１から巻き出される、第
二のスタンプフィルム２０と組み合わされる。第一のスタンプステーション１での第一の
スタンププロセスに対して上でなされた説明は、第二のスタンプステーション２での第二
のスタンププロセスに対しても、同様に適用される。第二のスタンプステーション２を離
れた後の、二度スタンプされた基板ウェブ３０は、最終的に、保存ローラー３２に巻き取
られる。
【００６０】
　図１ｂは、第一及び第二のスタンプステーションが、それぞれ、異なるラミネートフィ
ルムで動作される、ホットスタンプ装置を示す。このホットスタンプ装置は、基板ウェブ
３０が巻き出される供給ローラー３１と、基板ウェブ３０が順に通過する第一のスタンプ
ステーション１及び第二のスタンプステーション２と、二度スタンプされた基板ウェブ３
０が巻き取られる保存ローラー３２とを含む。基板ウェブ３０が第一のスタンプステーシ
ョン１に入る前に、基板ウェブは、ラミネートフィルムとして形成され、第一の供給リー
ル１１から巻き出される、第一のスタンプフィルム１０に組み合わされる。概略図では、
簡略化のために、供給リール１１が一つだけ表示されているが、実際には、基板ウェブ３
０にスタンプされる第一のスタンプフィルムの数に一致する、複数の第一の供給リールが
、通常平行に配置される。
【００６１】
　ラミネートフィルム１０が載った基板ウェブ３０は、第一のスタンプステーション１の
加熱されたスタンプローラーの周囲にガイドされ、圧力調整が可能な加圧ローラーにより
、互いに、及び、スタンプローラーの加熱表面に押圧される。転写フィルム１０の基板３
０に対向する面に配置される接着層は、第一のスタンプステーション１において、ラミネ
ートフィルム１０が載る基板ウェブ３０に作用する圧力及び熱により、活性化される。こ
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れにより、接着層は、ラミネートフィルム１０を基板ウェブ３０に接合する。ラミネート
フィルム１０は、第一のスタンプ層として、基板ウェブ３０上に残る。
【００６２】
　第一のスタンプステーション１後、さらなる作業ステップが、ここでは詳細に説明しな
いが、実施されてもよく、または、処理ステーションが通過されてもよく、例えば、穿孔
ユニットにおいて、基板ウェブ３０及びその上に固定されたラミネートフィルム１０への
窓開口の穿孔が実施されてもよい。続いて、基板ウェブ３０は、上下反転ステーションを
通過し、そこで上下反転が可能であり、その結果、第二のスタンプステーション２におい
て、第一のスタンププロセスに対して基板ウェブ３０の反対の面に、第二のスタンププロ
セスが行われ、特に、窓開口をカバーし、及び／または、再び閉じる。
【００６３】
　第二のスタンプステーション２を通過する前に、このように一度スタンプされた基板ウ
ェブ３０は、ラミネートフィルムとして形成され、第二の供給リール２１から巻き出され
る、第二のスタンプフィルム２０と組み合わされる。第一のスタンプステーション１での
第一のスタンププロセスに対して上でなされた説明は、第二のスタンプステーション２で
の第二のスタンププロセスに対しても、同様に適用される。第二のスタンププロセスが、
基板ウェブ３０の第一のラミネートフィルム１０とは反対の面に行われる場合、ラミネー
トフィルム２０が、基板ウェブ３０に垂直に観察された場合、ラミネートフィルム１０と
略一致して配置され、または、基板ウェブ３０と同じ表面積を略カバーする場合に、基板
ウェブ３０及びラミネートフィルム１０における窓開口の閉鎖に特に有利である。第二の
スタンプステーション２を離れた後の、二度スタンプされた基板ウェブ３０は、最終的に
、保存ローラー３２に巻き取られる。
【００６４】
　図１ｃは、第一及び第二のスタンプステーションが、同一の転写フィルムで動作される
、ホットスタンプ装置を示す。このホットスタンプ装置は、基板ウェブ３０が巻き出され
る供給ローラー３１と、基板ウェブ３０が順に通過する第一のスタンプステーション１及
び第二のスタンプステーション２と、二度スタンプされた基板ウェブ３０が巻き取られる
保存ローラー３２とを含む。基板ウェブ３０が第一のスタンプステーション１に入る前に
、基板ウェブは、転写フィルムとして形成され、第一の供給リール１１から巻き出される
、第一のスタンプフィルム１０と組み合わされる。概略図では、簡略化のために、供給リ
ール１１が一つだけ表示されているが、実際には、基板ウェブ３０にスタンプされる第一
のスタンプフィルムの数に一致する、複数の第一の供給リールが、通常平行に配置される
。
【００６５】
　転写フィルム１０が載った基板ウェブ３０は、第一のスタンプステーション１の加熱さ
れたスタンプローラーの周囲にガイドされ、圧力調整が可能な加圧ローラーにより、互い
に、及び、スタンプローラーの加熱表面に押圧される。スタンプローラーの表面は、例え
ば、凸部及び凹部を備えて、転写フィルム１０の一部のみが、スタンプローラーにもたれ
るように形成される。転写フィルム１０の基板３０に対向する面に配置される接着層、及
び、転写フィルム１０の剥離層は、第一のスタンプステーション１において、転写フィル
ム１０が載る基板ウェブ３０の、スタンプローラーにもたれる、部分的なエリアに作用す
る、圧力及び熱により、部分的に活性化される。これにより、接着層の活性化されたエリ
アは、転写フィルム１０の転写層を基板ウェブ３０に部分的に接合し、転写フィルム１０
は、基板ウェブ３０が第一のスタンプステーション１を通過後に、基板ウェブ３０にスタ
ックされた転写層の部分的なエリアから剥離することができる。この剥離は、未だ転写さ
れない転写層のエリアを備える転写フィルム１０が、偏向ローラーにより、基板ウェブ３
０から離れて、基板ウェブ３０の面から調整可能な距離に置かれるガイドローラー３４に
向けてガイドされるように、行われる。転写フィルム１０は、そこから、基板ウェブ３０
の面へ再び供給され、第二のスタンプステーション２を通過する際に、一度スタンプされ
た基板ウェブ３０の上に再び載る。
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【００６６】
　基板ウェブ３０の長手方向に対する転写フィルム１０の規定されたシフトが、ガイドロ
ーラー３４の基板ウェブ３０からの調整可能な距離により、達成される。従って、転写フ
ィルム１０の転写層の未だ転写されていないエリアの位置を、基板ウェブ３０に対して調
整することができる。第二のスタンプステーション２におけるスタンププロセスの間、転
写フィルム１０の転写層の未だ転写されていないエリアの少なくとも部分的なエリアが、
基板ウェブ３０における所定の位置に転写される。第二のスタンプステーション２を離れ
た後の、二度スタンプされた基板ウェブ３０は、最終的に、保存ローラー３２に巻き取ら
れる。第一のスタンプステーション１と第二のスタンプステーション２との間には、上下
反転ステーションが備えられてもよく、その結果、第二のスタンプステーション２でのス
タンプが、基板３０の第一のスタンプとは反対の面に実施され、単一の転写フィルムを用
いて、両面がスタンプされた基板をもたらす。
【００６７】
　転写フィルム１０の剥離が、第一のスタンプステーション１の後には実施されず、第二
のスタンプステーション２の後にだけ実施されることも可能である。これは、特に、第一
のスタンプステーション１において、転写フィルム１０の転写層の転写が全表面に亘って
行われる際、すなわち、転写フィルム１０の接着層が、圧力及び熱の作用により、全表面
に亘って活性化される際に、有利である。第二のスタンプステーション２において、転写
フィルム１０の全表面が、再び圧力及び熱に曝され、これにより、転写フィルム１０の接
着層のさらなる部分的または全体的な活性化が行われ、基板３０に対する転写フィルム１
０の転写層の接着の改善が達成可能である。これは、特に、スタンプ中に、非常に速い運
転速度が選択される際に、有利である。非常に速い運転速度にも関わらず、転写フィルム
１０の接着層の二度の活性化が、基板３０に対する転写フィルム１０の転写層の十分な接
着を可能とし、一つのスタンプステーションで同じ運転速度では、接着が十分ではない。
【００６８】
　図２は、ホットスタンプ装置の様々なステーションのシーケンスの一例を概略図で示し
、基板ウェブ３０により、左から右へ、順番に通過され、その下には、対応するアプリケ
ーションを備えた基板ウェブ３０の断面を示す。まず、基板ウェブ３０は、供給ローラー
３１から巻き出される。続いて、基板ウェブ３０は、印刷メカニズム４１を通過し、印刷
層４１０、例えば、スティールグラビア印刷においてギロシェパターンが、基板３０に印
刷される。
【００６９】
　続いて、基板ウェブは、第一のスタンプステーション１を通過し、そこで、第一のスタ
ンプ層１００が、基板の第一の面３０ｖに適用される。続いて、スタンプ４２が、一度ス
タンプされた基板ウェブに窓開口４２０を形成し、この窓開口は、基板ウェブ及び第一の
スタンプ層１００の双方を完全に貫通する。
【００７０】
　続くステップにおいて、基板ウェブは、上下反転ステーション４３により、上下反転さ
れる。続いて、光学センサー４４が、窓開口４２０の正確な位置を検出し、位置座標を、
調整装置に送り、これにより、第二のスタンプステーション２における続くスタンプが、
制御される。第二のスタンプ層２００が、基板の第一の面３０ｖとは反対の第二の面３０
ｒに、窓開口４２０を正確に覆って適用され、窓開口４２０が、第二のスタンプ層２００
により、閉じられる。続くステップで、基板ウェブは、湿潤ステーション４５により再び
湿らされる。続いて、二度スタンプされた基板ウェブ３０が、保存ローラー３２に巻き取
られる。
【００７１】
　このホットスタンプ装置は、基板ウェブに対する第二のスタンプフィルムのアライメン
ト及び位置の補正に役立つ、好ましくは調整可能なガイドローラーの形態の、位置調整ユ
ニットを含んでもよい。例えば、この位置調整ユニットは、センサー４４と第二のスタン
プステーション２との間に配置される。
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【００７２】
　ホットスタンプステーションは、さらに、放射線ユニット、好ましくは、UVランプまた
は電子源を含んでもよく、それらは、基板に施された、硬化材料、例えばラッカーコーテ
ィングを硬化するための、基板の放射に役立つ。例えば、この放射線ユニットは、基板３
０の移動方向に対して、印刷メカニズム４１の後、または、第一のスタンプステーション
１の後に配置され、硬化可能な印刷層４１０及びその上にスタンプされた硬化可能なスタ
ンプ層１００を、放射線により、硬化する。
【００７３】
　さらに、ホットスタンプ装置は、少なくとも一つの機能エレメントを基板ウェブ上に配
置する、配置ユニットを含んでもよい。例えば、配置ユニットは、基板に、LCエレメント
またはICエレメントを置くために、スタンプステーション１、２の前に配置され、それら
のエレメントは、スタンプステーション１、２において、フィルム層１００、２００によ
り、後に重ねスタンプされる。
【００７４】
　図３は、第一のスタンプステーションのスタンプローラー５の概略断面を示し、８個の
加圧ローラー５１が、スタンプローラー５にもたれている。ここで、フレキシブルな基板
ウェブ３０が、供給ローラー１１から引き出され、キャリアフィルムと転写層とで作られ
る転写フィルム１０が供給リール１１から引き出され、偏向ローラー３６を越えて共にガ
イドされ、スタンプローラー５と加圧ローラー５１との間のギャップを通じて運ばれる。
加圧ローラー５１は、転写フィルム１０、基板ウェブ３０、及びスタンプローラー５に向
かって押圧され、基板ウェブ３０上への転写フィルム１０の転写層の転写に必要な圧力が
生じる。加圧ローラー５１は、特定数の加圧ローラー５１、例えば、２、４、６または８
個の加圧ローラーが、スタンプローラー５に向かって押圧可能であり、これにより、アプ
リケーションのタイプ及びスタンプ圧力の適用速度に応じて、最適に調整可能であるよう
に、特に対で駆動されてもよい。加圧ローラー５１は、スタンプローラー５の略三分の一
が、基板ウェブ３０及び転写フィルム１０により囲まれ、スタンプローラー５の下部を囲
む、いわゆるローラーケージが形成されるように、配置される。従って、スタンプフィル
ムが載る基板ウェブ３０は、スタンプローラー５の下部の周りをガイドされる。スタンプ
ローラー５の上部の周りのウェブガイドに対する、このウェブガイドの利点は、これによ
り、スタンププロセスの間に放出される過熱が、対流によって、より効率的に除去される
ことである。
【００７５】
　支持ローラー５から離れた後に、転写層が部分的にまたは全表面に亘って備えられた基
板ウェブ３０は、剥離刃３５により、キャリアフィルム１０及び転写層の任意の非転写エ
リアから分離される。キャリアフィルム１０は、巻き取りリール１２に巻き取られる。一
度スタンプされた基板ウェブ３０は、第一のスタンプステーションと同様に作動する第二
のスタンプステーションの方向にガイドされる。
【００７６】
　スタンプローラーに対する加圧ローラー５１の押圧力は、基板ウェブに対する転写フィ
ルムまたはラミネートフィルムの接着力に影響する。この押圧力は、皿ばね、位置決めシ
リンダーにより、または、加圧ローラー５１の油圧または空気圧で制御される付勢ベアリ
ングにより、調整することができる。この押圧力は、隣り合う各加圧ローラー対の押圧力
に関し、特に、スタンプローラーの回転方向において、加圧ローラー対毎に、それぞれ上
方に、または下方に調整することができる。
【００７７】
　加圧ローラーを備えたスタンプローラーの構造及び動作のさらなる詳細は、参考文献で
ある特許文献１、特許文献３、及び特許文献４で確認することができる。
【００７８】
　図４ａは、印刷メカニズム４１、第一のスタンプステーション１、及び、第二のスタン
プステーション２を、左から右へ通過する、基板ウェブ３０の概略上面図を示す。印刷メ
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カニズム４１において、レジスターマーク４１１が、所定の間隔で、基板ウェブ３０のエ
ッジに沿って、好ましくは有効エリアの外側で、印刷され、例えば、各列のパネルに対し
て一つのレジスターマーク４１１が印刷される。レジスターマーク４１１と同時に、セキ
ュリティプリントが、基板ウェブ３０のパネルに印刷されてもよい。しかしながら、単色
の印刷メカニズムの場合、レジスターマークがセキュリティプリントと同じ色で印刷され
ると、セキュリティプリントのタイプに因っては、レジスターマークは、センサーによる
検出に対して、十分なコントラストを提供できない可能性がある。この問題を避けるため
に、レジスターマーク４１１は、センサーでのより良好な光学的検出を可能とするために
、基板ウェブに対して好ましくは強いコントラストを示す、異なる色で印刷されてもよい
。
【００７９】
　また、レジスターマークの印刷は、基板の巻き出し後、即ち、基板ウェブの移動方向に
対して、印刷メカニズム４１の前に、例えば、インクジェットヘッドにより、実施するこ
とができる。こうして、黒色の高いコントラストのレジスターマークが印刷可能である。
続いて、レジスターマークは、印刷メカニズム４１のインセットプロセス（長手方向の位
置合わせ）に用いることができる。続いて、透かしに代わる手段としてのレジスターマー
クは、第一のスタンプステーション１及び第二のスタンプステーション２において、イン
セットプロセス（長手方向の位置合わせ）に用いることができる。第二のスタンプステー
ション２では、第二のスタンプステーション２に対する長手方向の位置合わせを調整する
ために、印刷されたレジスターマークまたは透かしに代わり、穿孔機により挿入された穿
孔マークが検出されてもよい。
【００８０】
　センサー４４は、印刷されたレジスターマーク４１１の位置座標を検出し、それらを、
調整装置に送り、これにより、第一のスタンプステーション１における第一のスタンプ層
１００の後続のスタンプが、レジスターマーク４１１に対する位置合わせ精度で制御され
る。また、レジスターマーク４１１に対する位置合わせ精度を有する、第二のスタンプス
テーション２における第二のスタンプ層２００のさらなるスタンプが、印刷されたレジス
ターマーク４１１の位置座標に基づいて、制御される。印刷されたレジスターマークに代
わり、例えば穿孔ツールにより基板ウェブに形成される、制御開口が用いられてもよい。
【００８１】
　図４ｂは、第一のスタンプステーション１、及び、第二のスタンプステーション２を、
左から右へ通過する、基板ウェブ３０の概略上面図を示す。第一のスタンプステーション
１において、第一のスタンプ層１００が、基板ウェブ３０の上に、連続するフィルム帯の
形態でスタンプされ、このフィルム帯は、デザイン特性１０２、例えば、特定の幾何学的
パターンを、一定の距離で有する。センサー４４は、デザイン特性１０２の位置座標を検
出し、それらを調整装置に送り、これにより、第二のスタンプステーション２における第
二のスタンプ層２００の後続のスタンプが、第一のスタンプ層１００のデザイン特性１０
２に対する位置合わせ精度で制御される。
【００８２】
　図５は、第一のスタンプステーション１、及び、第二のスタンプステーション２を、左
から右へ通過する、基板ウェブ３０の概略上面図を示す。例えば1000 mmに達する基板ウ
ェブ３０の幅３００は、複数のパネル列３０４に分割される。特定の数のスタンプ経路を
、各パネル列３０４に割り当てることができ、例えば、特定の数のスタンプ層が、各パネ
ルに適用される。第一のスタンプステーション１では、各パネル列３０４は、第一のスタ
ンプ経路１０１に沿って、第一のスタンプ層でスタンプされる。二つの隣り合うスタンプ
経路１０１の間の距離３０１は、構造上の理由から、例えば略100 mmに制限される。第二
のスタンプステーション２では、各パネル列３０４は、第二のスタンプ経路２０１に沿っ
て、第二のスタンプ層でスタンプされる。第一のスタンプ経路１０１に対応する、二つの
隣り合うスタンプ経路２０１の間の距離３０２も、構造上の理由から、例えば略100 mmに
制限される。
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【００８３】
　第二のスタンプステーション２において、第二のスタンプ経路２０１は、第一及び第二
のスタンプ経路１０１、２０１の間のオフセットが構造的に決定される制限を受けないた
め、第一のスタンプ経路１０１から、できる限り小さい距離で形成することができる。二
つの連続するスタンプステーション１、２を通じる基板ウェブ３０の経路に因り、各パネ
ル列、従って各パネルは、単一のプロセスにおいて、互いにできる限り小さい距離にある
異なるスタンプ層で、スタンプ可能である。単一のスタンプステーションを備える従来の
スタンプ装置に比べて、従って、大きな効率の改善が可能である。
【００８４】
　図６ａは、二度スタンプされ、一度印刷された基板ウェブ３０の概略断面を示し、これ
は、ホットスタンプ装置において、以下のように形成された。供給ローラーからの基板ウ
ェブ３０の巻き出し後、基板ウェブ３０は、第一のスタンプステーションにおいて、例え
ば転写フィルムから剥離されるフィルムパッチの形態の、第一のスタンプ層１００でスタ
ンプされる。続いて、基板ウェブ３０は、その一度スタンプされた面に、印刷層４１０で
印刷される。これは、オフセット印刷、シルクスクリーン印刷、グラビア印刷またはイン
クジェット印刷における一印刷プロセスにより、実施可能である。印刷層４１０は、情報
片であり、例えば、数値、ポートレート、または他のイメージ、あるいは、再現が難しい
パターン、例えば、ギロシェまたは細線格子である。印刷層４１０は、スタンプ層１００
に、単独で適用されてもよい。また、印刷層４１０は、スタンプ層１００及び基板ウェブ
３０の非スタンプ表面に亘り、広がってもよい。後続するステップにおいて、基板ウェブ
３０は、第二のスタンプステーションにおいて、例えば転写フィルムから剥離されるフィ
ルムパッチの形態で、第一のスタンプ層１００を正確にカバーする、第二のスタンプ層２
００でスタンプされる。従って、印刷層４１０は、スタンプ層１００、２００の間の封入
により、化学的及び物理的操作に対して保護される。
【００８５】
　図６ｂは、二度スタンプされ、二度印刷された基板ウェブ３０の概略断面を示す。基板
ウェブ３０の処理ステップは、図６ａに示す基板ウェブのものに一致し、第二のスタンプ
層２００が、最後のステップにおいて、すなわち、基板ウェブの移動方向に対して、第二
のスタンプステーションの後に配置される、さらなる印刷メカニズムにおいて、第二の印
刷層４１２で印刷される点が異なり、これに対して、図６ａに関してなされた説明が、同
様に適用される。第一及び第二の印刷層４１０、４１２の位置合わせ精度の相互作用によ
り、光学的及び機能的効果が生じ得る。
【００８６】
　図６ｃは、二度スタンプされ、三度印刷された基板ウェブ３０の概略断面を示し、これ
は、ホットスタンプ装置において、以下のように形成された。供給ローラーからの基板ウ
ェブ３０の巻き出し後、基板ウェブ３０は、第一の印刷メカニズムにおいて、第一の印刷
層４１０で印刷される。続いて、第一の印刷層４１０が、第一のスタンプステーションに
おいて、第一のスタンプ層１００で、重ね合わせスタンプされる。続いて、第一のスタン
プ層１００が、第二の印刷層４１２で印刷される。続くステップにおいて、第二の印刷層
４１２は、第二のスタンプステーションにおいて、第一のスタンプ層１００を正確にカバ
ーする第二のスタンプ層２００でスタンプされる。三つの印刷層４１０、４１２、４１３
は、同じ印刷材料、例えば、同じインク、または、異なる印刷材料から成ってもよい。例
えば、第一の印刷層４１０が暗いインクであり、それにより、単語または図形等の情報片
が紙の基板に印刷されてもよい。第二及び第三の印刷層４１２、４１３は、さらなる効果
、例えば蛍光性を示す、異なる色のニスであってもよい。三つの印刷層４１０、４１２、
４１３の位置合わせ精度の相互作用により、光学的及び機能的効果が生じ得る。
【００８７】
　図６ａ－図６ｃに示す層の隣り合う層、例えば、図６ｂにおける第一の印刷層４１０及
び第二のスタンプ層２００は、それぞれ、隣り合う層がスタンプされ、または印刷された
後に、互いに反応する、未だ完全に硬化していない材料を含んでもよい。それらの適用後
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に、装置の硬化ステーション、例えばUV放射線ユニットにおいて、最終硬化が行われる。
最終的に硬化するまでに、第一の印刷層４１０に含まれる第一の物質は、第二のスタンプ
層２００に含まれる第二の物質と相互作用し、放射線によって固定される反応状態に至る
。
【００８８】
　また、図６ａ－図６ｃに示す層構造は、基板ウェブ３０における窓開口を、少なくとも
部分的に閉じ、またはカバーしてもよい。
【００８９】
　図７ａは、二度スタンプされた基板ウェブ３０の概略断面を示し、これは、ホットスタ
ンプ装置において、以下のように形成された。供給ローラーからの基板ウェブ３０の巻き
出し後、基板ウェブ３０は、第一の印刷メカニズムにおいて、第一のスタンプ層１００で
印刷される。続いて、装置の配置ステーションにおいて、機能エレメント４６０、例えば
ICチップまたはLCディスプレイが、第一のスタンプ層１００の中央に配置され、事前に第
一のスタンプ層１００に適用された接着層により、好ましくは固定され、最終的に、続く
ステップにおいて、機能エレメント４６０が、第二のスタンプステーションにおいて、第
一のスタンプ層１００を正確にカバーする第二のスタンプ層２００でスタンプされる。従
って、機能エレメント４６０は、スタンプ層１００、２００の間の封入により、化学的及
び物理的操作に対して保護される。
【００９０】
　図７ｂは、二度スタンプされた基板ウェブ３０の概略断面を示し、これは、ホットスタ
ンプ装置において、以下のように形成された。供給ローラーからの基板ウェブ３０の巻き
出し後、窓開口４２０が、穿孔ユニットにおいて、基板ウェブ３０に形成される。続いて
、第一のスタンプステーションにおいて、窓開口４２０が、基板３０の裏面３０ｒにスタ
ンプされる第一のスタンプ層１００で閉じられる。続いて、基板ウェブ３０は、上下反転
ステーション４３を通過し、そこで上下反転される。続いて、装置の配置ステーションに
おいて、機能エレメント４６０、例えばICチップまたはLCディスプレイが、特に窓開口４
２０の中央に導入され、任意の接着層４１４により、第一のスタンプ層１００に特に固定
することができる。任意の後続ステップにおける印刷メカニズムにおいて、窓開口４２０
における残余スペースが、充填材料４１５、例えば透明なプラスティックラッカーにより
充填される。最終的に、第二のスタンプステーションにおいて、窓開口４２０が、基板ウ
ェブ３０の表面３０ｖにスタンプされる第二のスタンプ層２００で閉じられる。機能エレ
メント４６０は、スタンプ層１００、２００の間の封入により、化学的及び物理的操作に
対して保護される。さらに、機能エレメント４６０のエリアにおける最終基板の好ましく
ない厚みが、窓開口４２０における機能エレメント４６０の配置により、回避または低減
される。
【符号の説明】
【００９１】
１　　　第一のスタンプステーション
２　　　第二のスタンプステーション
５　　　スタンプローラー
１０　　第一のスタンプフィルム
１１　　第一の供給リール
１２　　第一の巻き取りリール
２０　　第二のスタンプフィルム
２１　　第二の供給リール
２２　　第二の巻き取りリール
３０　　基板、基板ウェブ
３０ｖ　表面
３０ｒ　裏面
３１　　供給ローラー
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３２　　保存ローラー
３３　　基板ウェブの移動方向
３４　　ガイドローラー
３５　　剥離刃
３６　　偏向ローラー
４１　　印刷メカニズム
４２　　穿孔機
４３　　上下反転ステーション
４４　　センサー
４５　　湿潤ステーション
５１　　加圧ローラー
１００　第一のスタンプ層
１０１　第一のスタンプ経路
１０２　デザイン特性
２００　第二のスタンプ層
２０１　第二のスタンプ経路
３００　基板ウェブの幅
３０１　隣り合う第一のスタンプ経路の間の距離
３０２　隣り合う第二のスタンプ経路の間の距離
３０３　第一及び第二のスタンプ経路の間の距離
３０４　パネル列
４１０　（第一の）プリント層
４１１　レジスターマーク
４１２　第二の印刷層
４１３　第三の印刷層
４１４　接着層
４１５　充填材料
４２０　窓開口
４６０　機能エレメント
【先行技術文献】
【特許文献】
【００９２】
【特許文献１】EP 0 089 494 A2
【特許文献２】WO 2010/072 339 A2
【特許文献３】WO 2005/120 832 A1
【特許文献４】DE 32 10 551 A1
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【要約の続き】
のスタンプ層が基板（３０）にスタンプされる。最終的に、二度押印された後、基板（３０）は、第二のスタンプロ
ーラーから遠ざけてガイドされる。
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